
 

議案第７５号 

 

二宮町税条例の一部を別紙のよう 改正する  

 

令和 年 月 日提出 

 

二宮町長 村  붅子   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理  

地方税法の改正 伴い 本条例 必要 改正をするため 提案する  
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宮町税条例 一部を改 条例 

 

第 条 宮町税条例 昭和50年 宮町条例第15号 一部を次 う 改  

第19条中 第10条 10 を 第10条 15 改  

第19条 第 項中 又 第12号 を 第12号又 第16号 改  

第20条 見出 及び 条第 項中 第349条 第28項 を 第349条 第27項

改 条第 項中 第349条 第29項 を 第349条 第28項 改 条第

項中 第349条 第30項 を 第349条 第29項 改  

第 条 宮町税条例 一部を次 う 改  

第９条 中 得た金額 次 10万円を加算 た金額 を加え  

第25条 次 次 条を加え  

現所 者 申告  

第25条  現所 者 法第384条 規定 現所 者をいう 下 条 い

現所 者 あ を知 た日 翌日 を経過 た日ま 次 掲

項を記載 た申告書を町長 提出 い  

( ) 土地又 家屋 現所 者 住所 氏 又 称 次号 規定 個人 関係及

び個人番号又 法人番号 個人番号又 法人番号を い者 あ 住所 氏

又 称及び 号 規定 個人 関係  

( ) 土地又 家屋 所 者 登記簿又 土地補充課税台帳若 く 家屋補充課税

台帳 登記又 登録 さ い 個人 死亡 い 場合 当該個人 住所及

び氏  

( ) そ 他町長 固定資産税 賦課徴収 関 必要 認 項 

第37条第 項第 号中 第25条 次 第25条 を加え  

附則第15項第16号中 第62条 を 第64条 改 附則 次 項を加え  

30 法附則第60条第 項 規定 条例 定 新型コロナウイルス感染症等

影響 対応 た 国税関係法 臨時特例 関 法 和 年法 第25号 第

条第 項 規定 指定行 中 若 く 延期又 そ 規模 縮小 生 た当

該指定行 入場料金 参加料金そ 他 対価 払戻 を請求 権利 全部又 一部

放棄  

第 条 宮町税条例 一部を次 う 改  

第12条第 項 表中 第292条第 項第 号 を 第292条第 項第 号 改

 

 



2 

 

 

附 則 

 施行期日  

 条例 次 各号 掲 区分 応 当該各号 定 日 施行  

  第 条 規定 公布 日 

  第 条 規定 和 年 日 

  第 条 規定 和 年 日 

 町民税 関 経過措置  

 第 条 規定 改 宮町税条例 下 第 条改 条例 いう 第９

条 規定 和 年度 年度分 個人 町民税 い 適用 和 年度

分ま 個人 町民税 い 従前 例  

 固定資産税 関 経過措置  

 第 条改 条例第25条 規定 第 号施行日 条 規定 現所 者

あ を知 た者 い 適用  
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議案第７５号 宮町税条例 一部を改正す 条例 新旧対照表  

改正後 改正前 

第 条関係 

特定附帯設備 係 固定資産税 納税義務者等  

第 条関係 

特定附帯設備 係 固定資産税 納税義務者等  

第19条 家屋 附帯設備 家屋 うち附帯設備 属す 部分そ 他施行規則第10条

15 定 を含 あ 当該家屋 所有者以外 者 そ 業 用 供

す た 付 た あ 当該家屋 付合した 当該家屋 所

有者 所有す た 以下 特定附帯設備 いう い 当

該 付 た者 業 用 供す 資産 あ 場合 限 当該 付

た者を 法第343条第 項 所有者 し当該特定附帯設備 うち家屋 属

す 部分 家屋以外 資産 し 固定資産税を課す  

 

第19条 家屋 附帯設備 家屋 うち附帯設備 属す 部分そ 他施行規則第10条

10 定 を含 あ 当該家屋 所有者以外 者 そ 業 用 供

す た 付 た あ 当該家屋 付合した 当該家屋 所

有者 所有す た 以下 特定附帯設備 いう い 当

該 付 た者 業 用 供す 資産 あ 場合 限 当該 付

た者を 法第343条第 項 所有者 し当該特定附帯設備 うち家屋 属

す 部分 家屋以外 資産 し 固定資産税を課す  

 

固定資産税 非課税等 申告  固定資産税 非課税等 申告  

第19条  法第348条第 項第 号 第９号 第10号 10 第11号 第

11号 ５ 第12号又 第16号 固定資産 い 同項本文 規定 適用を

う す 者 当該固定資産 用途そ 他町長 必要 あ 認 項を記載した

申告書を町長 提出し い 場合 い 当該各号 掲 固定

資産 当該固定資産 使用者 所有 属し い あ 当該固定資産を当

該使用者 無料 使用させ い を証明す 書類を添付し い  

第19条  法第348条第 項第 号 第９号 第10号 10 第11号 第

11号 ５ 又 第12号 固定資産 い 同項本文 規定 適用を う す

者 当該固定資産 用途そ 他町長 必要 あ 認 項を記載した申告書を

町長 提出し い 場合 い 当該各号 掲 固定資産 当

該固定資産 使用者 所有 属し い あ 当該固定資産を当該使用者

無料 使用させ い を証明す 書類を添付し い  

 略  

 

 略  

 

法第349条 第27項等 条例 定 割合  法第349条 第28項等 条例 定 割合  

第20条  法第349条 第27項 規定す 条例 定 割合 分 す  第20条  法第349条 第28項 規定す 条例 定 割合 分 す  

 法第349条 第28項 規定す 条例 定 割合 分 す   法第349条 第29項 規定す 条例 定 割合 分 す  

 法第349条 第29項 規定す 条例 定 割合 分 す  

 

 法第349条 第30項 規定す 条例 定 割合 分 す  
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改  改 前 

第 条関係 

個人均等割 非課税  

第 条関係 

個人均等割 非課税  

第９条  法 施行地 住所を 者 均等割 を課 べ うち 前年

合計所得金額 32万円 そ 者 一生計配偶者及び扶養親族 数 を加えた数を

乗 得た金額 10万円を加算 た金額 そ 者 一生計配偶者又 扶養親族を

場合 当該金額 19万円を加算 た金額 下 あ 者 対 均等割を

課さ い  

 

第９条  法 施行地 住所を 者 均等割 を課 べ うち 前年

合計所得金額 32万円 そ 者 一生計配偶者及び扶養親族 数 を加えた数を

乗 得た金額 そ 者 一生計配偶者又 扶養親族を 場合 当該金額

19万円を加算 た金額 下 あ 者 対 均等割を課さ い  

 

現所 者 申告  ＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

第25条  現所 者 法第384条 規定 現所 者をいう 下 条 い

現所 者 あ を知った日 翌日 を経過 た日 次

掲 事項を記載 た申告書を町長 提出 い  

＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿_ 

( ) 土地又 家屋 現所 者 住所 氏 又 称 次号 規定 個人 関係

及び個人番号又 法人番号 個人番号又 法人番号を い者 あっ 住

所 氏 又 称及び 号 規定 個人 関係  

＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

( ) 土地又 家屋 所 者 登記簿又 土地補充課税台帳若 く 家屋補充課

税台帳 登記又 登録 さ い 個人 死亡 い 場合 当該個人 住

所及び氏  

＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿ 

( ) そ 他町長 固定資産税 賦課徴収 関 必要 認 事項 

 

＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

 

第37条 次 各号 い 該当 者 10万円 下 過料 処  第37条 次 各号 い 該当 者 10万円 下 過料 処  

( ) 略  ( ) 略  

( ) 法第317条 第 項若 く 第 項 第14条第 項若 く 第 項 法第328

条 ７第 項 第25条 第25条 又 第30条 規定 っ 提出 べ 申告書を

当 理由 く 提出 った者 

( ) 法第317条 第 項若 く 第 項 第14条第 項若 く 第 項 法第328

条 ７第 項 第25条又 第30条 規定 っ 提出 べ 申告書を 当 理由

く 提出 った者 

( )～( ) 略  ( )～( ) 略  

・  略  

 

・  略  

 

附 則 附 則 

～14 略  ～14 略  

固定資産税 課税標準 特例  固定資産税 課税標準 特例  
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改  改 前 

15 法附則第15条第 項等 規定 条例 定 割合 次 掲  15 法附則第15条第 項等 規定 条例 定 割合 次 掲  

( )～(15) 略  ( )～(15) 略  

(16) 法附則第64条 規定 条例 定 割合 零  (16) 法附則第62条 規定 条例 定 割合 零  

16～29 略  16～29 略  

30 法附則第60条第 項 規定 条例 定 新型コロナウイルス感染症等

影響 対応 た 国税関係法 臨時特例 関 法 和 年法 第25

号 第 条第 項 規定 指定行事 中 若 く 延期又 そ 規模 縮小

生 た当該指定行事 入場料金 参加料金そ 他 対価 払戻 を請求 権利 全

部又 一部 放棄  

＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 
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改正  改正前 

第 条関係 

法人 均等割 税率  

第 条関係 

法人 均等割 税率  

第12条 法人 均等割 税率 次 表 左欄 掲 法人 区分 応 当

該右欄 定 額  

第12条 法人 均等割 税率 次 表 左欄 掲 法人 区分 応 当

該右欄 定 額  

法人 区分 税率 

 次 掲 法人 

ア 法人税法 昭和40 法 第34号 第 条第 号 公共

法人及び法第294条第７項 規定 公益法人等 う

ち 法第296条第 項 規定 均等割を課

い 以外 法人税法別表第 規定

独立行政法人 収益事業を行う を除く  

イ 人格 い社団等 

ウ 一般社団法人 非営利型法人 法人税法第 条第９号

規定 非営利型法人をいう 以下 号 い

同 該当 を除く 及び一般財団法人

非営利型法人 該当 を除く  

エ 保険業法 成７ 法 第105号 規定 相互会

社以外 法人 資本金 額又 出資金 額を有 い

ア ウま 掲 法人を除く  

オ 資本金等 額 法第292条第 項第 号 規定

資本金等 額をいう 以下 表及び次項 い 同

を有 法人 法人税法別表第 規定 独立

行政法人 収益事業を行わ い 及びエ 掲 法人

を除く 以下 表及び次項 い 同 資本金

等 額 1,000万 以下 あ うち 町 有

事務所 事業所又 寮等 従業者 俸給 給料若 く

賞与又 性質を有 給与 支給を受

さ 役員を含 数 合計数 次号 第９

号ま い 従業者数 合計数 いう 50人

額 万  

法人 区分 税率 

 次 掲 法人 

ア 法人税法 昭和40 法 第34号 第 条第 号 公共

法人及び法第294条第７項 規定 公益法人等 う

ち 法第296条第 項 規定 均等割を課

い 以外 法人税法別表第 規定

独立行政法人 収益事業を行う を除く  

イ 人格 い社団等 

ウ 一般社団法人 非営利型法人 法人税法第 条第９号

規定 非営利型法人をいう 以下 号 い

同 該当 を除く 及び一般財団法人

非営利型法人 該当 を除く  

エ 保険業法 成７ 法 第105号 規定 相互会

社以外 法人 資本金 額又 出資金 額を有 い

ア ウま 掲 法人を除く  

オ 資本金等 額 法第292条第 項第 号 規定

資本金等 額をいう 以下 表及び次項 い 同

を有 法人 法人税法別表第 規定 独立

行政法人 収益事業を行わ い 及びエ 掲 法人

を除く 以下 表及び次項 い 同 資本金

等 額 1,000万 以下 あ うち 町 有

事務所 事業所又 寮等 従業者 俸給 給料若 く

賞与又 性質を有 給与 支給を受

さ 役員を含 数 合計数 次号 第９

号ま い 従業者数 合計数 いう 50人

額 万  
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改正  改正前 

以下  

略  
 

以下  

略  
 

 略  

 

 略  

 

 


